
※妊娠・出産の場合は、家庭状況変更届の提出は不要です。

※出産に伴い連続14日以上欠席される場合は、長期欠席届もご提出ください。

(母) (出生児氏名)

 ４　その他

(具体的に： )

令和　　　年　　　月　　　日

（宛先）

保護者 住所　宝塚市

氏名

所(園)長 主任 担任

※園決裁後、保育事業課まで提出をお願い致します。

 ３　上記「２」以外の勤務先（法人化されている勤務先等）で
　　　産休、育児休業を取得（復職予定日：令和　　年　　月　　日）

妊　娠　・　出　産　届　

次のとおり（出産の予定があります・出産しました）ので、届出いたします。

入所中の
教育・保育施設名

入 所 中 の

平成・令和　　年　　月　　日生

（２号・３号認定用）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

教育・保育施設

　　　　※育児休業中は、現在入所中の児童は引き続き通所(園)することができます。
　　　　　ただし、下のお子さまが教育・保育施設に入所した場合は、入所日から
　　　　　２か月以内に復職が必要です。

（フリガナ）

児 童 氏 名
平成・令和　　年　　月　　日生

備  考

(該当する項目に○印)

宝塚市長

氏  名

分娩予定日
出 産 日 令和　　　年　　　月　　　日（出産予定・出産）

平成・令和　　年　　月　　日生

　　　　※出産日から起算して、８週間を経過する日の翌日が属する月の末日の時点で
　　　　　未就労の場合は退所となります。

 １　出産に伴い退職し、出産後あらためて就労する予定の方

　　　　※下のお子さまが未入所の間は、現在入所中の児童は引き続き通所(園)する
　　　　　ことができます。ただし、下のお子さまが教育・保育施設に入所した場合は、
　　　　　入所日からの就労が必要です。

 ２　自営業者（非法人）の事業主 または 従業員の方


